
様式２－１ 

団体の概要 

（令和 ７年 １月 １日現在） 

（ふりがな） 

団体名 

（ しゃかいふくしほうじん ちくぶかい ） 

 社会福祉法人 竹生会 

共同事業体又は中小企業等協同組合として応募している場合には、その名称を記入してください。 

（ふりがな） 

名称 

（                   ） 

  

所在地 

〒252-0816 

藤沢市遠藤３５番地 

※法人の場合は登記簿上の本店所在地を、任意団体の場合は代表者の住所をご記入ください。 

（市税納付状況調査（様式６同意書による）に使用します） 

設立年月日 昭和６１年１１月 

沿革 

Ｓ６２ 特別養護老人ホーム 芭蕉苑開設 

Ｈ６  デイサービスセンターこまよせ荘事業開始（藤沢保健医療センター内） 

Ｈ１６ 特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑開設 

    横浜市滝頭地域ケアプラザ（横浜市より運営受託） 

Ｈ２１ 地域密着型小規模特別養護老人ホーム ちくぶ坂下ホーム開設 

事業内容等 

特別養護老人ホーム２ヶ所  短期入所生活介護２ヶ所 

地域密着型小規模特別養護老人ホーム１ヶ所 

通所介護３ヶ所  居宅介護支援事業２ヶ所  地域包括支援センター４ヶ所 

財務状況 

※直近３か年

の事業年度分 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総収入 1,446,979,633 1,475,271,924 1,490,686,449 

総支出 1,482,568,909 1,524,562,492 1,520,954,233 

当期収支差額 -32,141,950 -42,902,259 -25,505,080 

次期繰越収支差額 1,071,403,314 1,028,501,055 1,002,995,975 

連絡担当者 

【所 属】横浜市滝頭地域ケアプラザ 

【氏 名】水越 尚登 

【電 話】045-750-5151 

【ＦＡＸ】045-750-5155 

【E-mail】chikubu@shonanbayarea.com 

特記事項  

 

01181221
ハイライト表示
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様式ア 

事 業 計 画 書 

 

１ 運営ビジョン 

(1) 地域における地域ケアプラザの役割について 

地域包括ケアシステムの推進や高齢者、子ども、障害者支援の視点を含めて地域ケアプラザの指定

管理者として行うべき取組を具体的に記載してください。 

 地域の身近な相談機関として、子ども、障害者、高齢者などすべての地域住民の相談を受け

止め、これらの相談を通して様々な個別課題を把握するとともに、日常業務や地域住民との

つながりを通して豊富な地域情報を把握します。 

 地域包括ケアシステムの構築のため、介護予防の講演会等開催し必要性の普及・啓発を行い

ます。また元気作りステーション等の活動支援をしていきます。医療機関や介護事業所・地

域や企業など様々な関係機関と連携を図り、地域ケア会議や協議体を活用して地域の課題解

決に向けた活動を行い、地域の中で見守り・支えあう仕組みづくりを行うなど、地域支援の

中核的な役割を担います。 

 多くの地域住民に地域ケアプラザを知っていただけるよう、ホームページを随時更新して情

報の発信をします。広報誌を定期的に発行し自治会で全戸回覧の協力をお願いしていきま

す。また幅広い年代層を対象とした自主事業を開催します。 

  

 

(2) 担当地域の特色、課題及び将来像並びにそれに係る取組について 

  地域住民や関係者と連携・協働して、情報取集及びデータ分析等により、地域の特色や魅力、課題

を把握できる具体的な計画を記載してください。 

上記により把握した課題を地域において解決するため、また魅力をより発揮するための関係団体

等との連携方法を具体的に記載してください。 

 地域で行われている会議等やイベントに参加させていただき、地域の役員や住民と顔の見え

る関係作りを深め、地域の魅力や課題を共有することを心がけていきます。また課題に対し

ての解決手法として、具体的には地域ケア会議や協議体の場を活用して地域住民とともに課

題解決に向けた取り組みを行います。 

 地域ケア会議や協議体に、地域のケアマネジャーや医療関係者などにも参加の協力を仰ぎ、

各種専門職と一緒になって地域課題に取り組みをします。 

 把握した課題については区役所・区社会福祉協議会と情報を共有していきます。 

 

 

(3) 担当地域における関係団体等との連携について 

  地域、行政、区社会福祉協議会、関係機関及びその他様々な団体に加え、他の地域ケアプラザとの

連携について、具体的に記載してください。 
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 区政運営方針や、重点的取り組み事業など、区役所や区社会福祉協議会とそれぞれの役割・

機能を発揮して地域支援を行うために、関係者の情報共有や会議への運営に参加、協力、事

業での連携を図っていきます。 

 「エンディングノート」や「磯子区徘徊高齢者あんしんネットワーク事業」「介護予防事業」

等が更に充実するよう推進に取り組みます。 

 包括連絡会及び社会福祉士連絡会・保健師連絡会・主任ケアマネジャー連絡会に参加し情報

の共有・連携を図ります。 

 地域活動交流コーディネーター連絡会に参加し情報の共有・連携を図ります。 

 生活支援コーディネーター連絡会に参加し情報の共有・連携を図ります。 

 その他、各職種に関する関係会議に参加し情報の共有・連携を図ります。 

 自治会や民生委員・児童委員協議会ほか地域で活動している諸会議に参加させていただき、

情報の共有及び連携を図ります。 

 第４期地域福祉保健計画の推進のため、滝頭地区・岡村地区の取り組みを行政・区社会福祉

協議会と連携して支援していきます。また、第５期地域福祉保健計画の策定に向けた支援を

していきます。 

 子育てに関することについては、「いそピヨ」と連携を図ります。 

 障害に関することについては、「いぶき」や「生活支援センター」と連携を図ります。 

 医療に関することについては、「かけはし」と連携を図ります。 

  

(4) 合築施設との連携について＊根岸地域ケアプラザ（市民利用施設との合築の施設）のみ 

  同一敷地内に合築している市民利用施設との連携方法について、具体的に記載してください。 

 

 

２ 団体の状況 

 (1) 団体の理念、基本方針及び事業実績等について 

団体の理念や基本方針、事業実績等について、記載してください。 

<法人理念>  

 全ての高齢者に対して「愛の心」で接します 

 地域社会に対し「貢献」することを考えます 

 未来に対し責任を持ち「環境」に配慮します 

 

<基本方針>  

【利用者本位の質の高いサービスの提供】 

「利用者本位」「自立支援」「利用者による選択（自己決定）を支援する 

質の高いサービス提供体制を構築する 

【地域に開かれた施設運営】 

地域の拠点施設として、施設・在宅サービスを一元的に提供する体制を構築する 

【専門職（人材）の育成】 



- 3 - 

 

  常に問題意識をもち、その解決に向う意欲と専門性を持った職員を育成する 

【信頼される法人経営】 

  信頼される社会福祉法人として健全な経営基盤を構築する 

【環境へ配慮】 

  環境マネジメントシステムの実践体制を構築する 

 

<事業実績>  

  介護老人福祉施設事業 ２ヶ所 

  地域密着型介護老人福祉施設事業 １ヶ所 

  短期入所生活介護事業 ２ヶ所 

  通所介護事業 ３ヶ所 

  居宅介護支援事業 ２ヶ所 

  地域包括支援センター ４ヶ所 

  地域ケアプラザにおける地域活動・交流事業 １ヶ所 

生計困難者に対する相談支援事業 1ヶ所 

  

 

 (2) 財務状況について 

予算の執行状況、法人税等の滞納の有無及び財政状況の健全性等、安定した経営ができる基盤等に

ついて記載してください。 

 昭和 61 年 11月設立以来、法人全体として安定した運営を続けてきましたが、コロナ禍の影

響で数年間厳しい財政状況が続きましたが、令和６年度からはコロナ禍前の財政状況に戻り

つつあり、今後も安定した運営を目指しています。 

 適正な予算を執行し、滞納などもありません。  

 

 

３ 職員配置及び育成 

(1) 地域ケアプラザ所長及び職員の確保、配置について 

地域ケアプラザを運営していく上で、地域ケアプラザ所長（予定者）及び職員の人員配置並びに勤

務体制、必要な有資格者・経験者の確保策について、その考え方を記載してください。 

 所長予定者は、滝頭地域ケアプラザ開所時より就業し、平成 18 年に所長に就任し現在に至

ります。それ以前も、15年以上の地域福祉の経験があります。そのような経験を活かし職員

の指導・育成にあたっていきます。 

 地域包括支援センターには、保健師職１名、社会福祉士２名、主任ケアマネジャー１名を配

置します。地域活動交流コーディネーター１名を配置、生活支援コーディネーターを１名配

置し、必要とされる常勤職員を適切に配置していきます。 

 専門職に欠員が生じた場合は、併設する特別養護老人ホームと協力して有資格者の確保を図

ります。 
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 職員の資格取得に研修の機会を与え、助成制度など積極的に支援していきます。 

 

 

(2) 育成・研修について 

地域ケアプラザの機能を発揮するための人材育成及び研修計画について、記載してください。 

 年度当初には定例的に、人権尊重・個人情報保護・ハラスメント防止・区政運営方針・地域

福祉保健計画など取り入れた研修を実施します。また必要に応じて随時実施します。 

 それぞれの専門職の資質を向上するため、研修に積極的に参加させます。横浜市が定める必

須の研修には必ず出席をさせます。 

 介護支援専門員は更新研修など必要な研修は年度毎に計画的に研修に参加させます。主任ケ

アマネジャーになれるよう経験を積み重ね、指導的な役割が担えるよう育成します。 

 デイサービス職員には、介護福祉士の資格取得や、さらには介護支援専門員の資格取得など

スキルアップできるよう、研修機会を与えモチベーションがアップするようにします。 

 職員と面接をして、何ができていて、何が不足しているかを話し合い、次の目標設定をし、

更に評価するような手法で育成計画を作成します。 

 研修に参加した際には報告を行い、参加してない職員にも情報が共有できるようにします。 

 区役所とともに施策を推進するパートナーとして、区政策の情報の共有、考え方の理解など、

職員が地域ケアプラザの機能や求められていることを理解できるよう、職員会議や研修会な

どを通して人材を育成していきます。 

  

 

４ 施設の管理運営 

(1) 施設及び設備の維持保全、管理及び小破修繕の取組について 

施設及び設備の安全確保及び長寿命化の観点から、維持保全（施設・設備の点検等）計画及び修繕

計画について、具体的に記載してください。 

 協定書に定められた保守点検等は必ず実施します。 

 施設・設備の保守・管理などは定期的に専門業者による点検を実施すととともに、職員によ

る目視等の点検を実施し、利用者が施設内で安全で快適に過ごしていただけるようにしま

す。 

 虚弱な高齢者や障害児者・小さなお子様なども来所される施設であるため、それぞれの方々

が不自由なく利用できよう、小破修繕は速やかに対応し施設管理をしていきます。また、修

繕の金額が大きくなる場合は事前に区役所と協議して対応の指示を仰ぎます。 

 毎年定期点検を行い、修繕計画を作成し区役所と相談しながら施設の維持管理に努めます。 

 

 

(2) 事件事故の防止体制及び緊急時の対応について 

事件事故の防止体制、事件事故発生時における緊急の対応について、具体的に記載してください。

※急病時の対応など。 
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 事故防止に取り組むとともに、発生した事故に対応するため施設賠償保険に加入します。な

お、対人補償は１億円以上とし、横浜市を追加被保険者とします。 

 火災や地震などさまざまな災害を想定して、防災訓練を年２回以上実施します。 

 ＡＥＤの取り扱いの訓練を行うとともに、毎日バッテリーをチェックする仕組みを作り不測

の事態に備えます。 

 事故防止マニュアルに、緊急時の対応や連絡体制を明確にします。 

 事故が発生した場合は、幹部職員に事故発生の緊急一斉メールを送信し速やかに情報伝達を

行います。 

 区や市に報告すべき事項は速やかに対処し報告します。 

 過去の事故例やヒヤリハット報告などを活用し事故を未然に防止できるように努めます。 

 個人情報を含む書類の郵送やＦＡＸなどは必ずダブルチェックします。ＦＡＸは一部を塗り

つぶして、万が一誤送信した場合も個人が特定できないようにします。 

 日々の申し送りや定期的な会議などで、個人情報の漏洩事故防止の注意喚起や利用者の個々

の介助方法など確認して事故防止に努めます。 

 事故防止に関する研修に職員を参加させ、事故防止に対する意識を職員が持続できるよう心

がけます。 

 貸室のボードに施設の避難経路・消火器の設置場所を図面にして貼り付け分かり易くしま

す。また貸室利用団体には年に２回以上、避難経路・消火器の設置場所を説明します。 

 自主事業の初回冒頭に、避難経路・消火器の設置場所を説明します。 

  

 

(3) 災害等に対する取組について 

ア 福祉避難所の運営について 

  地域ケアプラザは、区防災計画に基づき福祉避難所として開設及び運営を行うことが規定され

ていますが、発災時に備えた事前準備や福祉避難所の運営方法（職員の参集方法や日ごろの訓練

等）について、具体的に記載してください。 

 福祉避難所開設マニュアルを作成し定期的に確認し必要があれば更新します。 

 備品台帳を作成します。毎年在庫数及び期限切れ等を確認し補充・破棄して台帳を更新しま

す。 

 福祉避難所開設訓練を定期的に実施します。 

 横浜市で震度５強以上の地震が発生した場合は、施設へ参集するよう職員に意識づけしま

す。 

 全職員に徒歩による非常参集訓練を行い、交通機関が使えない災害時を想定して、徒歩で出

勤した場合にどの程度の時間がかかるか把握します。 

 災害を想定して、職員と安否確認メール受電訓練（被災状況・参集の可否・到着までの時刻

を報告）を年２回実施します。 

 区役所と福祉避難所情報受電訓練を実施します。 

 区役所・地域防災拠点と連携して福祉避難所移送訓練を実施します。 
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 福祉避難所連絡会に参加し行政及び関係機関との情報を共有します。 

 

イ 災害等に備えるための取組について 

  震災や風水害等といった災害や、感染症の発生・まん延に備えるための取組について、具体的に

記載してください。 

 地震による火災消火訓練・避難誘導訓練を年２回以上実施します。 

 海や川が近いため、浸水による上階への垂直移動・避難訓練を実施します。 

 浸水に備え、土のうを用意します。 

 利用者や相談者等で災害時に安否確認が必要と思われる人の名簿を作成します。その名簿を

元に安否確認訓練を年１回実施します。 

 

 

(4) 公正・中立性の確保について 

公の施設として、市民、団体及び介護保険サービス事業者等に対して、公正・中立な対応を図るた

めの取組について記載してください。 

 公設の地域ケアプラザとして、住民・地域団体及び事業者等に対して公正・中立な立場で業

務にあたります。 

 介護保険サービス等の利用相談に対しては、ハートページ等を使用し複数の事業所を提示

し、複数の事業所から相談者に選択してもらうようにします。 

 ケアマネジャーの空き情報を定期的に区役所及び区内地域ケアプラザで情報を更新して、相

談者に対して情報をお伝えします。 

 介護予防プラン作成委託事業者にもサービス利用にあたって公平・中立な対応を依頼しま

す。 

  

 

(5) 利用者のニーズ・要望・苦情への対応 

利用者の意見、要望及び苦情等の受付方法並びにこれらに対する改善方法について、具体的に記載

してください。 

 利用者の要望や苦情については、館内にご意見箱「あなたの声」を設置します。 

 いただいたご意見と回答については、ご本人やご家族に丁寧に説明するとともに、施設内に

「ご意見」と「回答」を掲示します。 

 年に１回以上、定期的なアンケートを実施し意見集約して、要望に対して職員と共に検討し

改善策を要望とともに掲示します。 

 事業ごとに苦情の受付担当者、苦情解決責任者を重要事項説明書に記載し（施設内にも同様

掲示）説明します。 

 万一苦情が発生した場合には、迅速に誠意ある対応を心がけるようにします。 

 苦情・要望処理報告書を作成し区へ提出します。  
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(6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重について 

個人情報保護及び情報公開の取組、人権尊重など横浜市の施策を踏まえた取組について、具体的に

記載してください。 

 個人情報を郵送または FAXなどで外部へ送ったりする場合は、事前にダブルチェックを行う

ようにします。 

 定期的に個人情報保護チェックシートを活用し、漏洩事故が発生しないように職員に細心の

注意を払うことを意識づけしていきます。 

 個人情報がある書類は必ず施錠し、その日最後に帰る職員が施錠の最終チェックを行う仕組

みを作ります。 

 パソコン画面はパスワードでロックします。またパソコン本体及びサーバーはワイヤーケー

ブルで結びつけ盗難防止に努めます。 

 ＵＳＢ等磁気媒体は極力使用しないで済む環境を整えます。 

 個人情報保護に関する研修に職員を参加させるとともに、定期的に施設内会議で個人情報保

護の徹底指導をしていきます。また、個人情報については施設内での管理はもちろんのこと、

施設外への持ち出す場合は必要最低限とし持ち出し簿を作成します。 

 情報公開規程により開示の求めがあった場合は対応します。 

 地域ケアプラザ運営協議会を年２回以上開催し、運営状況や課題など報告します。 

 ５年間に一度、指定管理者の第三者評価を受けます。その受審結果は施設内に閲覧できるよ

うにします。 

 通所介護事業、居宅介護支援事業については、介護保険法に定められた情報公表制度の調査

を受け、その結果は神奈川県介護サービス情報公表センターのホームページに公表され誰も

が情報を入手できるようにします。 

 毎年度、人権研修を実施し差別をしない、差別をしてしまうかもしれない自分がいるかもし

れないと意識づけ、施設の運営に取り組んでいきます。 

  

 

(7) 環境への配慮、市内中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組 

横浜市地球温暖化対策実行計画、ヨコハマプラ５．３（ごみ）計画、市内中小企業振興条例の趣旨

及び男女共同参画推進等に対する考え方について記載してください。 

 ヨコハマ３R夢プランに取り組み、ゴミの減量・再利用・再生利用し、職員全員で法人の理

念にもある環境に配慮することを実践します。 

 横浜市が実施するルート回収（分別収集）に参加します。 
 CO2 の排出削減にもつながるようペットボトルのキャップを集め、活動しているＮＰＯ団体

へ送ります。 

 施設独自の「環境・美化チェックシート」を活用して、職員一人ひとりが施設の環境・美化

に意識する取り組みを見える化します。 

 夏の時期は緑のカーテンを育成し冷房効果をあげるとともに、ヒートアイランド対策や地球
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温暖化対策に積極的に取り組みます。 

 毎月の光熱水費使用料の増減を職員会議で報告し、職員が常に意識するよう心がけます。 

 横浜市中小企業振興基本条例の趣旨に基づき、優先発注に取り組んでいきます。 

 横浜市男女共同参画推進条例を踏まえ、女性やシニアに配慮した働きやすい施設運営に取り

組みます。 

  

 

５ 事業 

(1) 全事業共通 

ア 施設の利用促進について 

施設の稼働率向上のための対策や効率的な施設貸出の方法、利用者のために有益な情報提供を

行う方法について、その効果も含め具体的に記載してください。 

 ケアプラザの広報誌を定期的に発行し事業の案内など周知します。 

 SNS を活用して活動内容を発信していきます。 

 区の広報誌への自主事業の掲載依頼、各種団体へ広報誌や自主事業のチラシ配架依頼、直接

関係するような方々へは直接伝えたり、様々なネットワークを活用してケアプラザの案内を

していきます。 

 自治会の協力を得て、広報誌や事業のチラシを回覧・掲示の協力をお願いさせていただき、

ケアプラザの案内をしていきたいと考えています。 

 近隣の医療機関やスーパーなどにチラシの配架をお願いしていきます。 

 自主事業終了後に自主的な活動で継続していけるよう支援をしながら、ケアプラザを有効活

用していただくよう活動の自立支援をしていきます。 

 ホームページに各部屋の予約情報を公開し、稼働率の向上につなげていきます。 

  

 

イ 総合相談について（高齢者・子ども・障害者分野等の相談への対応） 

高齢者・子ども・障害者等幅広い分野の相談への対応ついての考え方、他機関との連携方法等に

ついて記載してください。 

 多様化した相談内容に合わせた対応や、関係機関と連携を強化し問題解決を図っていきま

す。 

 ケアプラザへの来所が困難な相談者にむけて積極的な訪問を重ねていきます。 

 自主事業参加者などからの相談で、ケアプラザだけでは解決できない場合は、専門分野の担

当者及び担当機関につなげて適切な対応をしていきます。 

 継続的な関わりが必要な方は、区役所や生活支援センター・区社協のあんしんセンターをは

じめ様々な団体と連携しながら支援していきます。  

 

 

ウ 各事業の連携及び関連施設（地区センター等）との連携について 
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地域ケアプラザの役割を果たすための、各事業担当間や関連施設との情報共有、円滑かつ効率的

な管理運営に対する考え方を記載してください。 

 介護予防事業や自主事業について、内容の検討から開催に向けて、地域活動交流コーディネ

ーターと生活支援コーディネーター・包括支援センター担当者とで協働ですすめていきま

す。 

 各部門で把握する地域の情報交換を行い、それぞれの業務が効率的・効果的になるようにし

ます。 

 区役所と定例的にカンファレンスやエリア会議を通じて、互いの情報を共有し連携を図りま

す。 

 他のケアプラザや区役所・区社会福祉協議会との情報交換を行い、事業などが効果的に実施

できるようにします。 

 コミュニティハウスや岡村公園とも情報共有を行い、共催事業などもすすめていきます。 

 

 

エ 地域福祉保健のネットワークの構築について 

地域の関連団体や関連機関との情報共有やネットワーク構築に対する考え方について記載して

ください。 

 連合町内会や地区社会福祉協議会、地区地域福祉保健計画推進委員会などの会合へ参加させ

ていただき情報交換と連携を図ります。 

 民生委員・児童委員協議会の会議などに参加させていただき、ちょっとした相談ごとでも気

軽に話ができるような関係作りに努めます。 

 保健活動推進員や消費生活推進員をはじめ様々な団体と連携を図り、地域での健康づくり等

に取り組みます。 

 地域包括支援センターの啓発を常に意識し、住民が相談しやすい環境づくりを進めていきま

す。 

  

 

オ 区行政との協働について 

区運営方針、区の事業等を踏まえたうえで、区行政との連携について具体的な取組を記載してく

ださい。 

 年度当初の定例会議にて、区政運営方針や、重点的取り組み事業など職員と情報共有をして

いきます。 

 区の方向性を踏まえたうえで、ケアプラザとしても同様の方向性を意識した運営・事業展開

を図っていきます。 

 区役所で行われる各職種の定例会議や連絡会などには積極的に参加し、情報の共有と連携を

図っていきます。 

 区役所・区社会福祉協議会とは常に協働であること、それぞれの役割・機能を理解して施設

運営にあたります。  



- 10 - 

 

 

 

カ 地域福祉保健計画の区計画及び地区別計画の推進について 

  区地域福祉保健計画の区全体計画及び地区別計画の策定・推進の事務局及び地区別支援チーム

のメンバーとして参画し、住民、事業者、行政等と協働した地域の課題解決に向け、どのような体

制でどのように取り組むか記載してください。 

 地域福祉保健計画（スイッチ ON 磯子）の推進のため、区計画と地区別計画を職員全員が理

解して、滝頭地区と岡村地区の取り組みを支援していきます。また、計画の推進に向けた支

援や計画で求められた地域ケアプラザの役割を果たしていきます。 

 地域福祉保健計画の周知と意識付けのため、ケアプラザの広報誌や自主事業のチラシに計画

のロゴマークを掲載します。 

 施設の事業やイベントでも、幅広い年代民層へ地域福祉保健計画の普及・啓発をしていきま

す。 

 地区地域福祉保健計画推進委員会や地域の事業に参加し、事業内容を把握するよう取り組ん

でいきます。 

 次期、第５期地区別計画が策定・推進するよう区役所・区社会福祉協議会と協働して支援を

していきます。 

 

 

(2) 地域ケアプラザ運営事業（地域活動交流事業。以下「地域ケアプラザ運営事業」という。） 

ア 自主企画事業について 

高齢者・子ども・障害者等の分野それぞれの福祉保健活動の開発・実施及び自主活動化への取組

について、具体的に記載してください。 

 自主企画事業を通じて福祉保健活動の開発・実施や新たな地域福祉のための取り組みを地域

の実情やニーズに合わせて行なっていきます。 

 地域のニーズや実情を把握し、地域の特性に合った事業の企画をしていきます。 

 ゴールデンウイークや夏休みなどの時期は、普段は訪れない小・中学生を対象にした事業を

実施します。 

 「プラレール」を使った事業などを開催し、いままでケアプラザに入ったことない子育て世

代の父親にもケアプラザを知ってもらう機会を作って行きます。 

 エリア内にある岡村公園管理事務所と相互協力して、「ウォーキング」や「門松づくり」な

どのいろいろな事業を実施していきます。 

 高齢者・子ども・障害者等、今後も継続性が必要な事業については、引き続き実施していき

ます。 

 自主事業の終了後に自主化を望まれる団体の活動支援を行っていきます。 

 障害児をもつ親の交流の場「カーネーションの会」を定期的に開催しピアカウンセリングに

よる精神的な不安の軽減を行っていきます。 

 



- 11 - 

 

イ 福祉保健活動団体等が活動する場の提供について 

地域住民の福祉保健活動団体が活動する場の提供について、利用促進を図るための具体的な取

組を記載してください。 

 福祉保健活動団体や地域団体に貸室の空き状況の案内などの取組みを行い、より活発に活動

できる場の提供をしていきます。 

 ホームページを活用して、貸室の利用状況が電話や来所で問い合わせることなく、インター

ネットを介して閲覧できるようにします。 

 福祉保健支援団体の方が講師を努める事業などを展開し、活動を地域に還元できるようボラ

ンティア活動への育成支援を行ないます。 

 配食ボランティアグループ「愛のお弁当」に場の提供や活動の側面的な支援を行っていきま

す。 

 自主事業終了後に自主サークルの立ち上げ支援を行い、活動が継続できるよう支援します。 

 

 

ウ ボランティア登録、育成及びコーディネートについて 

ボランティア登録、育成及びコーディネートについて具体的に記載してください。 

 ボランティア・アセスメントシートを活用し、ボランティアに関する相談、担当部署内での

情報共有、現状を把握した適切なコーディネートなど支援体制の強化をしていきます。 

 ボランティア育成、活動促進のための講座開催などの取組みを行っていきます。 

 区社会福祉協議会ボランティアセンターや地区社協との連携を図っていきます。 

 ボランティア交流会を実施し、ボランティアのネットワーク化につながるよう支援していき

ます。 

 ヨコハマいきいきポイント対象である６５歳以上のボランティア活動が活発になるよう、コ

ーディネーター自らが講習会の講師を行い、ボランティア活動が活発になるよう支援してき

ます。またカードリーダーを設置しポイントの付与を行います。 

 介護予防事業の終了後に自主活動化に向けての支援の際に、ボランティア活動も含めた活動

の提案・支援をしていきます。 

 認知症サポーター養成講座を受講したボラティアには「オレンジボランティア」として、認

知症サポーター養成講座や認知症カフェのボランティアとして活動してもらうよう働きか

けていきます。 

 

エ 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供について 

地域における福祉保健活動団体や人材等の情報収集及び情報提供について具体的に記載してく

ださい。 

 地域の福祉保健活動団体や関係施設等との連携を進め、地域へのアプローチや情報提供につ

なげていきます。 

 利用団体等との情報交換を行い、各団体の情報シートを作成し、相談内容に応じて適切な情

報提供や案内を行なっていきます。 



- 12 - 

 

 区役所・区社会福祉協議会と定期的に滝頭地区・岡村地区エリア会議を開催し、それぞれが

把握している情報を共有します。 

 区民活動支援センターと連携を図り、人材の発掘・情報共有を図ります。 

  

 

(3) 生活支援体制整備事業 

ア 高齢者の生活上のニーズ把握・分析について 

担当地域における高齢者の生活上のニーズを把握・分析する方法について、具体的に記載してく

ださい。 

 地域の諸団体の会議等に参加させていただき、地域の実態把握を行います。 

 単位町内会などで開催されているサロンに参加させていただき、当事者の声を直接聞くよう

にします。 

 総合相談の中から生活上のニーズを把握・分析します。 

 高齢者等が実際に活動されているサークル等の参加者からの意見を伺います。 

 地域にある企業などから高齢者に関する情報を収集します。 

 各種関係機関と情報交換を行います。 

  

 

イ 多様な主体による活動・サービス及び社会資源の把握・分析について 

  民間企業や NPO法人等、多様な主体による社会資源を把握・分析する方法について、具体的な取

組を記載してください。 

 既に活動されている企業や NPO法人等から、現状の情報を収集します。 

 活動されていない団体には「どんなことなら社会貢献が可能か？」など情報を収集します。 

 区役所や区社会福祉協議会・区内地域ケアプラザなど関係機関と情報交換を行います。 

 エリア外で先進的に活動している団体など視察させていただき、立ち上げまでの経緯や現状

を学ばせていただき、立ち上げ時の参考となるよう情報を収集します。 

  

 

ウ 目指すべき地域像の共有と実現に向けた取組（協議体）について 

目指すべき地域像を地域住民等と共有し、地域の活動・サービスを創出・継続・発展させるため

の取組（協議体）について、具体的に記載してください。 

 地域住民や団体・企業など、その会の目的にあった関係者と情報の共有や発展・創出など協

議の場を設置します。 

 地域包括支援センター職員及び地域活動交流コーディネーター・生活支援コーディネーター

と連携して、地域ケア会議や協議体と連動した地域課題解決に向けた場を設置します。 

 高齢者の居場所づくりについては、地域にある公園なども活用し、ラジオ体操など気軽に行

える活動を提案するなど、地域住民が主体となって負担なく取り組めることを協議していき

ます。 



- 13 - 

 

  

 

エ 高齢者の生活ニーズと社会資源のマッチングの支援の取組 

  高齢者の生活上のニーズと多様な主体による社会資源のマッチングの支援について、具体的に

記載してください。 

 地域の様々な会合やイベントに参加させていただき、個々の生活上のニーズを把握していき

ます。個々のニーズに対して、既にある社会資源であれば速やかに情報提供します。また、

地域課題として解決しなければならないようなことは、地域の関係者と相談しながら企業等

に協力が得られないか、地域と一緒に考えていきます。 

  

 

(4) 地域包括支援センター運営事業 

ア 総合相談支援事業について 

    地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である総合相談支援事業をどのよう

に展開していくか、具体的に記載してください。 

 高齢者に関するさまざまな相談を受け止め、状況に応じて訪問など対応を迅速に行い、相談

内容を的確に把握し対応していきます。 

 ケアプラザから遠いなど来所よる相談や介護認定申請手続きが困難な方に対しては、訪問に

よる対応により来所相談と同じように対応します。また特に来所が困難な二か所の自治会に

おいては自治会の協力を仰ぎ出張相談を定期的に実施していきます。 

 相談内容に応じて適切な情報を提供し関係機関や制度・事業等につないでいきます。 

 地域のインフォーマルな資源を意識し、情報収集に取り組み随時情報提供していきます。 

 相談が増加傾向にあるなか、総合相談票や経過記録はＰＣにて台帳を作成し管理するなど、

過去の履歴の確認がスムーズに行える状況をつくっていきます。 

  

 

イ 認知症支援事業について 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である認知症支援事業をどのように

展開していくか、具体的に記載してください。 

 「認知症サポーター養成講座」を小学生から高齢者まで幅広く対象として開催し、認知症へ

の正しい理解と普及・啓発に努めます。 

 徘徊高齢者の早期発見のため、ＳＯＳネットワーク事業への登録を支援し、区役所・警察・

他ケアプラザ・各種協力事業者と協力していきます。ネットワークの普及啓発については郵

便局や金融機関、病院や薬局などを対象にリーフレットの配架協力をあおぎ、地域住民が目

にしやすいようにしていきます。 

 認知症の早期診断が必要と思われる相談に対しては、横浜市もの忘れ検診ふくめ適切な医療

機関をご案内いたします。 

 認知症カフェ「和みカフェ」を隔月で開催し、当事者及び家族の支援・交流を図ります。 
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 認知症サポーター養成講座を受講された方による「オレンジボランティア」の活動を支援し、

認知症支援について地域住民からも協力を得れる体制を作っていきます。認知症についての

研修会なども開催していきます。 

 

 

 

ウ 権利擁護事業について 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である権利擁護事業をどのように展

開していくか、具体的に記載してください。 

 成年後見制度等の普及・啓発に取り組んでいきます。 

 成年後見サポートネットに参加し専門家の助言を受け、相談に対して適切な援助ができるよ

うにします。 

 親族申立支援にあたり家庭裁判所への手続きに関して適切なアドバイスができるようにし

ていきます。  

 虐待事例に対し、区役所と支援の方向性を共有し、区役所との役割分担に基づき対応し、適

切な支援につながるようにします。 

 介護者やサービス事業所を対象にした虐待防止研修を行います。 

 「介護者のつどい」や「ふれあい介護サロン」を定期的に開催し、養護者支援を行うことで

虐待を未然に防ぐよう努めます。 

 終末期に備えるため、高齢者に限定することなく「終活講座」を実施します。 

 増加傾向にある消費者被害について、詐欺被害の情報共有や詐欺防止についての普及啓発を

地域住民に向けて随時行っていきます。 

  

 

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援事業等をどのように展開していくか、具体的に記載してください。 

■包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等 

 民生委員と連携し、それぞれの役割の確認や連携の必要性を確認していきます。 

 ケアマネジメント業務を行う上で医師との連携は不可欠であるため、医師とケアマネジャー

の連携を支援できるよう、医療機関へ訪問して顔の見える関係を構築します。 

 地域のケアマネジャーを対象とした勉強会（サロン）を開催します。 

 新任ケアマネジャーへの勉強会を開催します。 

 ケアマネジャーが抱える課題について相談や助言を行い、状況に応じて同行訪問など実施

し、課題解決に向けた支援を行います。   

 

■在宅医療・介護連携推進事業 

 磯子区医師会・訪問看護ステーション連絡会・磯子ケアマネ連絡会・区役所と連携して、研
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修会等を実施していきます。 

 在宅医療拠点「かけはし」と連携して、医療や介護の関係者と相談支援体制の構築を図りま

す。 

 

 

オ 地域ケア会議について 

地域包括ケアシステムの実現のために、地域ケア会議を活用してどのように取り組んでいくか、

具体的に記載してください。 

 地域包括ケア構築の基礎となる個別ケース会議をおおむね３ヶ月に１回、包括レベル地域ケ

ア会議を年２回程度、計画的に実施していきます。 

 個別ケース地域ケア会議の開催を通じて、様々な支援者のもつ課題を整理し、支援者同士が

協力しながらその解決ができるよう努めます。 

 個別ケース地域ケア会議で抽出した課題を包括レベル地域ケア会議へ提案し、地域課題の解

決のために、自治会町内会・地区社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会・地域諸団体・

ボランティアや医療・福祉関係者など多職種協働で取り組みを進めます。 

 包括レベル地域ケア会議で解決できない課題については、区レベル地域ケア会議へ提案して

いきます。 

  

 

カ 介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）について 

事業実施に係る人員の確保・育成、業務委託先である指定居宅介護支援事業者の選定方法及び具

体的な支援内容の計画について記載してください。 

 指定介護予防支援事業者として、適正な人員を配置し、アセスメント・ケアプラン作成・評

価（ＰＤＣＡ）ができるよう研修会に定期的に参加します。 

 指定居宅介護支援事業者への業務委託については、サービスの公正・中立性を確認するため、

サービス利用開始時や介護認定の更新時などに、ケアプランの確認や担当者会議に出席しま

す。 

 自立支援を目的とし、生活に対して前向きな考えでいられるような介護予防ケアプランをご

利用者とともに作成、関係機関との連絡・調整、給付管理等を行います。 

  

 

キ 一般介護予防事業（介護予防普及強化業務）について 

市や区の方針に沿って、介護予防に関する普及啓発や地域活動支援等の介護予防事業をどのよ

うに展開していくか具体的に記載してください。 

 地域のサロンなど会合に参加する機会を頂き、介護予防の普及・啓発をさせていただきます。 

 地域にある体操教室などの活動支援をしていきます。 

 様々な介護予防に資する内容を紹介するなどして、活動への支援をしていきます。 

 当ケアプラザにて発足した介護予防サポーター「花笑みの会」と協力して、元気づくりステ
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ーションやサービス B・地域で活動するグループの活動に側面的支援をしていきます。 

 自治会や民生委員・保健活動推進員など地域の方と協力しながら、介護予防の普及・啓発に

努めます。 

 保健活動推進員と共に、自治会と地区社会福祉協議会の協力をいただき、「ゴミ拾いウォー

キング」を年２回実施して、地域の方に参加してもらい自身の健康と社会貢献を兼ねた事業

を実施します。 

 よこはまウォーキングポイントの制度案内と活用・リーダーの設置を継続し、介護予防の普

及・啓発に取り組みます。 

 よこはま健康スタンプラリーに事業エントリーして、事業参加者が意欲を持って介護予防に

努められるように取り組みます。 

 市民の健康づくり計画（横浜健康２１）の「健康寿命を延ばす」推進のため、食生活の改善

（栄養・口腔・運動等）や生活習慣病（検診）の重症化予防の必要性について普及・啓発に

取り組みます。 

 誰でも参加できるフレイル予防教室を定期的に開催し高齢者が外にでるきっかけづくりを

行います。参加していただくことで、他の介護予防事業にもつなげるなど、高齢者がみずか

ら介護予防に取り組める環境づくりを目指していきます。 

 引きこもりとなりがちな男性高齢者のために、ウォーキングを中心として発足した「ダンデ

ィ倶楽部」について定期的な事業開催や仲間づくりを支援していきます。 

 

 

ク 多職種協働による地域包括支援センターネットワークの構築について 

包括的支援事業を効果的に実施するために、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サ

ービスやボランティア活動、インフォーマルサービス等の社会資源が有機的に連携できるための

ネットワークづくりをどのように行っていくかを記載してください。 

 個別地域ケア会議及び包括レベル地域ケア会議を通して、地域関係者や各種専門職等と情報

共有・課題可決に向けた話し合いからネットワーク作りを進めていきます。 

 自治会や民生委員児童委員の会議に出席させていただき顔の見える関係を作り、気軽に相談

しあえるネットワーク作りを進めていきます。 

 元気づくりステーションの連絡会を開催して、それぞれの団体の活動が活性化・継続するよ

う支援をしていきます。 

 ボランティア交流会を開催して、情報交換を行い活動が活性化・継続するよう支援をしてい

きます。 

  

 

(5) 居宅介護支援事業 

公の施設における事業提供であることを踏まえ、居宅介護支援事業について、指定介護予防支援事

業者との連携体制も踏まえて記載してください。 

 公の施設における指定居宅介護支援事業者として、サービス利用者の意思を尊重し、公正中
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立な立場であることを常に意識します。 

 可能な限り利用者自身でサービス選択が行えることを支援し、サービス提供事業者間の援助

方針・方法が一致するよう努め｢協働｣して、サービス提供が行われるよう連絡調整の中心的

役割を担います。また、利用者のニーズの変化、サービスに対する不満の早期発見し解決に

努めます。 

 介護支援専門員ひとりあたり 44件を担当することを目標とします。 

 虐待の可能性が疑われる事案については、速やかに地域包括支援センターに報告します。 

 各種サービス事業者及び医療機関・地域包括支援センター等と十分連携を図り適切なサービ

ス提供を行うよう努めます。 

 介護予防支援事業者と連携し情報交換を適宜行い、利用者が安心して在宅生活が営めるよう

自立支援型の介護予防プランを作成します。 

 

 

(6) 通所介護等通所系サービス事業 

＊根岸・滝頭・磯子・新杉田・洋光台地域ケアプラザ（デイあり施設）のみ記載 

プログラム及び運営方針について、具体的に記載してください。 

 介護保険指定介護サービス・横浜市通所介護相当サービス事業者として、要介護・要支援状

態のサービス利用者自身の意思、選択を尊重し利用者に対し可能な限り居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

 一日の利用定員を月曜日から土曜日は 50名、日曜日は 35名で年末年始以外は運営します。 

 入浴サービスを実施し、衛生的な生活が営めるよう支援します。 

 個別機能訓練を実施し、身体機能の維持・向上を支援します。 

 口腔ケアサービスを実施し、口腔の衛生・保持を支援します。 

 「身体を動かすこと」「頭を使うこと」「仲間と交流すること」など、さまざまレクリエーシ

ョン活動を実施し、デイサービスに通うことが楽しくなるような魅力あるレクリエーション

を提供します。 

 家族の介護負担を軽減することにより在宅での介護が継続できるよう支援します。 

 虐待の可能性が疑われる事案については、速やかに地域包括支援センターに報告します。 

 居宅介護支援事業者及び医療機関・各種事業者等と十分連携を図り適切なサービス提供を行

うよう努めます。 

 

 

６ 収支計画及び指定管理料 

(1) 指定管理料の額及び施設の課題等に応じた費用配分について 

収支計画、利用者サービスのための経費に対する考え方について、施設の特性を踏まえて記載して

ください。 

 開所から 21 年目を迎え、さまざまな建築設備の更新の時期がきています。特別養護老人ホ

ームと併設し共用部分もあるため、互いの収支計画に反映しながら計画的に行い、利用者が
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快適に過ごしていただける施設運営を心がけていきます。 

 共用部分の支出については定められた按分率を使用して対応いたします。 

  

 

(2) 利用料金の収支の活用及び運営費の効率性について 

利用料金の収支の活用や運営費等を低額に抑える工夫について記載してください。 

 自主事業で発生する利用料金については、講師との事前の打合せの中で出来る限り利用者負

担を抑えられるよう相談・調整をしていきます。 

 運営費については、法人の理念のひとつでもある環境への配慮のため光熱水費の削減。消耗

品はストックをため込まない。コピーに関しては両面印刷などで紙の削減・相手先から届く

ファックス、特に広告的なファックスについては打ち出しせずパソコンの画面で見て必要な

ければ削除するなど、紙の使用率の抑制に取り組みます。  

 

 

 



１　指定管理料提案書
(1) 地域ケアプラザ運営事業

様式イ－①

金額

賃金水準
スライド対象

賃金水準
スライド対象外

人
件
費

【内訳】
賃金水準スライド対象人件費
・地域ケアプラザ所長
・地域活動交流Co
・サブCo等

【内訳】
賃金水準スライド対象外人件費
・地域ケアプラザ所長
・地域活動交流Co
・サブCo等

（横浜市滝頭地域ケアプラザ）
指定管理料提案書

項目 積算根拠

令和８年度 令和９年度

団体本部
経費

の含有

□

□

令和11年度 令和12年度令和10年度

赤ちゃんひろば、手話講座、夏休
み作品作り、ミュージックイン滝
頭、紅葉祭など

事務費

備品購入費、旅費交通費（ガソリ
ン代）、研修費、通信運搬費（切手
代、電話代等）、リース代、印刷製
本費、各種消耗品（施設の保守に
係る消耗品は除く）、施設賠償責
任保険加入費等

500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円

3,543,522円 3,361,249円 3,165,181円 3,000,000円 3,000,000円

事業費 □

□

12,265,478円 12,647,751円 13,043,819円 13,454,235円 13,879,572円

小破修繕費 ・小破修繕費　474,000円

5,600,000円 5,400,000円 5,200,000円 5,000,000円

利用料金の活用
<介護保険収入等を充当する場
合は記載してください。>

0円 0円 0円 -45,235円

474,000円 474,000円 474,000円 474,000円

□ 5,000,000円

474,000円

※１：（地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数（0.125人工））＋（地域ケアプラザ運営事業に係る正規雇用職員等基礎単価×配置予定人数）＋（地域
ケアプラザ運営事業に係る臨時雇用職員等基礎単価×配置予定人数）

-1,776,000円 -1,776,000円 -1,776,000円 -1,776,000円 -1,776,000円

20,607,000円 20,607,000円 20,607,000円 20,607,000円 20,607,000円

施設使用料相当額

合計

0円 0円 0円 0円 0円うち団体本部経費

管理費
・管理費
・施設維持管理費
（各種保守点検費）

-470,572円



(2) 地域包括支援センター運営事業

700,000円

32,982,337円

賃金水準
スライド対象外

【内訳】
賃金水準スライド対象外人件費
・地域ケアプラザ所長
・地域包括支援センター職員等

項目 積算根拠

金額

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

人
件
費

賃金水準
スライド対象

【内訳】
賃金水準スライド対象人件費
・地域ケアプラザ所長
・地域包括支援センター職員等

30,290,500円 30,940,582円 31,605,654円 32,286,106円

630,000円 630,000円 630,000円 630,000円 630,000円

200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

1,450,000円 1,450,000円 1,450,000円 1,450,000円 1,450,000円

126,000円 126,000円 126,000円 126,000円 126,000円

700,000円 700,000円 700,000円 700,000円

31,982,000円 31,982,000円 31,982,000円 31,982,000円

利用料金の活用
<介護保険収入等を充当する場
合は記載してください。>

-1,414,500円 -2,064,582円 -2,729,654円

31,982,000円

-3,410,106円 -4,106,337円

合計

団体本部
経費

の含有

□

□

□

□

□

協力医 ・協力医　630,000円

事務費

備品購入費、旅費交通費（ガソリ
ン代）、研修費、通信運搬費（切手
代、電話代等）、リース代、印刷製
本費、各種消耗品（施設の保守に
係る消耗品は除く）、施設賠償責
任保険加入費等

小破修繕費 ・小破修繕費　126,000円

事業費

終活講座、和みカフェ、認知症サ
ポーター養成講座、介護者の集
い、虐待防止講座、成年後見講
座

管理費
・管理費
・施設維持管理費
（各種保守点検費）

うち団体本部経費

※２：（地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数（0.375人工））＋（地域包括支援センター運営事業に係る正規雇用職員等基礎単価×配置予定人数）＋
（地域包括支援センター運営事業に係る臨時雇用職員等基礎単価×配置予定人数）

0円 0円 0円 0円 0円



(3) 生活支援体制整備事業

(4) 一般介護予防事業

項目 積算根拠

金額

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

人
件
費

賃金水準
スライド対象

【内訳】
賃金水準スライド対象人件費
・生活支援Co

5,527,478円

事務費

備品購入費、旅費交通費（ガソリ
ン代）、研修費、通信運搬費（切手
代）、印刷製本費、各種消耗品
（施設の保守に係る消耗品は除
く）、施設賠償責任保険加入費等

350,000円 310,000円 234,211円

200,000円 200,000円

5,750,789円 5,865,805円 5,983,121円

賃金水準
スライド対象外

【内訳】
賃金水準スライド対象外人件費
・生活支援Co

200,000円 200,000円

事業費
ボランティア養成講座、元気ハツ
ラツ広場、スマホ講座、オレンジ
ボランティア交流会

307,522円 236,972円

6,185,000円

※３：生活支援体制整備事業に係る生活支援コーディネーター基礎単価×配置予定人数

6,185,000円 6,185,000円 6,185,000円 6,185,000円

うち団体本部経費 0円 0円 0円 0円 0円

合計

154,000円

項目 積算根拠

金額

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

団体本部
経費

の含有

□ 154,000円 154,000円事業費
介護予防講座、教室等に係る講
師謝金、損害保険料、会場使用
料及び教材費

154,000円 154,000円

団体本部
経費

の含有

□

□

□

□

-80,805円 -198,121円利用料金の活用
<介護保険収入等を充当する場
合は記載してください。>

0円 0円 0円

200,000円

5,638,028円

うち団体本部経費 0円 0円 0円 0円 0円

合計 154,000円 154,000円 154,000円 154,000円 154,000円

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示

01181221
ハイライト表示



18,190,000円 18,190,000円 18,190,000円 18,190,000円

管理費 32,525,000円 32,525,000円 32,525,000円

1,555,163円収支 6,511,000円 3,579,360円 589,087円 4,657,089円

204,356,000円 207,287,640円 210,277,913円 213,327,991円 216,429,917円

0円うち団体本部経費

16,120,080円

居宅介護支援事業 18,100,000円 18,100,000円 18,100,000円 18,462,000円 18,462,000円

35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円

159,022,080円

217,985,080円

その他収入

155,553,991円 158,665,071円

事業費 18,190,000円

事務費 7,049,000円内訳

210,867,000円 210,867,000円 217,985,080円

7,049,000円

846円

32,525,000円 32,525,000円

7,049,000円 7,049,000円 7,049,000円

人件費 146,582,000円 149,513,640円 152,503,913円

令和12年度

124,440,000円

項目 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

地域ケアプラザ
運営事業

地域包括支援
センター運営事業

生活支援
体制整備事業

154,000円

20,607,000円

31,982,000円 31,982,000円 31,982,000円

58,928,000円

6,185,000円 6,185,000円 6,185,000円 6,185,000円 6,185,000円

154,000円 154,000円
一般介護予防

事業

様式イ－②

介護保険
事業収入

介護予防支援事業
・第１号介護予防支

援事業
15,804,000円 15,804,000円 15,804,000円 16,120,080円

154,000円 154,000円

20,607,000円 20,607,000円 20,607,000円 20,607,000円

151,904,000円 151,904,000円 151,904,000円 159,022,080円

収支予算書
（横浜市滝頭地域ケアプラザ）

横浜市
支払

想定額

31,982,000円 31,982,000円

58,928,000円 58,928,000円 58,928,000円 58,928,000円

通所系
サービス事業

118,000,000円 118,000,000円 118,000,000円 124,440,000円

収入

支出

0円 0円 0円 0円

210,867,000円

その他 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円



１　地域ケアプラザ運営事業における基礎単価及び配置予定人数
(1) 地域ケアプラザ所長

(2) 地域ケアプラザ所長以外

２　地域包括支援センター運営事業における基礎単価及び配置予定人数
(1) 地域ケアプラザ所長

(2) 地域ケアプラザ所長以外

３　生活支援体制整備事業における基礎単価及び配置予定人数

４　人員配置の理由
　　提案する職員の人員配置について、次の欄に理由を記入してください。

0.3750人

9,900,000円 10,098,000円 10,299,960円

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

正規
雇用

職員等

基礎単価

配置予定人数

基礎単価

配置予定人数

臨時
雇用

職員等

令和12年度

2,300,681円

0.3750人

5,527,478円

2.8500人 2.8500人 2.8500人 2.8500人 2.8500人

0.3750人 0.3750人 0.3750人

1.2700人 1.2700人

1,400,000円 1,462,860円 1,528,542円 1,597,174円 1,668,887円

令和12年度

6,711,080円

令和８年度

1.2700人

正規
雇用

職員等

基礎単価 6,200,000円 6,324,000円 6,450,480円 6,579,490円

配置予定人数 4.0000人 4.0000人 4.0000人 4.0000人

5,983,121円

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

令和９年度 令和10年度 令和11年度

①

基礎単価

配置予定人数

②

基礎単価

配置予定人数

1.2700人

4.0000人

1.0000人

正規雇用職員については基準人員を配置、臨時雇用職員等については事務的作業を行う必要人員を配置します。

令和12年度

5,527,478円

②

基礎単価

配置予定人数

①

③

基礎単価

配置予定人数

基礎単価

配置予定人数

10,505,959円 10,716,078円

1,930,000円 2,016,657円 2,107,205円 2,201,819円

5,750,789円 5,865,805円正規
雇用

職員等

基礎単価

配置予定人数

5,638,028円

1.0000人 1.0000人 1.0000人 1.0000人

③

基礎単価

配置予定人数

臨時
雇用

職員等

1.2700人

様式イ－③

令和８年度 令和９年度

1.0000人 1.0000人

令和８年度

9,900,000円

令和９年度

10,098,000円

正規
雇用

職員等

正規
雇用

職員等

基礎単価

5,638,028円

賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書
（横浜市滝頭地域ケアプラザ）

0.1250人 0.1250人 0.1250人 0.1250人配置予定人数

令和10年度 令和11年度

令和12年度

10,716,078円

令和12年度

5,983,121円

0.1250人

1.0000人

令和10年度

10,299,960円

令和11年度

10,505,959円

5,750,789円 5,865,805円

1.0000人 1.0000人
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